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（
国
立
印
刷
局
債
券
原
簿
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）

第
十
三
条

印
刷
局
は
、
国
立
印
刷
局
債
券
原
簿
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
立
印
刷
局
債
券
の
債
権
者
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
印
刷
局
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
、
次

に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
請
求
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

国
立
印
刷
局
債
券
原
簿
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

二

国
立
印
刷
局
債
券
原
簿
が
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。）を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
財
務
省
令
で
定
め
る

方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

３

印
刷
局
は
、
前
項
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を
拒
む

こ
と
が
で
き
な
い
。

一

当
該
請
求
を
行
う
者
が
そ
の
権
利
の
確
保
又
は
行
使
に
関
す
る
調
査
以
外
の
目
的
で
請
求
を
行
っ
た
と
き
。

二

当
該
請
求
を
行
う
者
が
国
立
印
刷
局
債
券
原
簿
の
閲
覧
又
は
謄
写
に
よ
っ
て
知
り
得
た
事
実
を
利
益
を
得
て
第

三
者
に
通
報
す
る
た
め
請
求
を
行
っ
た
と
き
。

三

当
該
請
求
を
行
う
者
が
、
過
去
二
年
以
内
に
お
い
て
、
国
立
印
刷
局
債
券
原
簿
の
閲
覧
又
は
謄
写
に
よ
っ
て
知

り
得
た
事
実
を
利
益
を
得
て
第
三
者
に
通
報
し
た
こ
と
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
よ
り
」
を
「
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

第
七
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項

第
十
四
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
二
号
」
を
「
前
各
号
」
に
、「
債
券
」
を
「
国
立
印
刷
局
債
券
の
債
券
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

第
十
四
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
国
立
印
刷
局
債
券
の
債
券
の
発
行
）

第
十
四
条

印
刷
局
は
、
国
立
印
刷
局
債
券
の
債
券
を
発
行
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
国
立
印
刷
局
債
券
を
発
行
し
た
日

以
後
遅
滞
な
く
、
当
該
国
立
印
刷
局
債
券
に
係
る
債
券
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
立
印
刷
局
債
券
の
債
券
の
記
載
事
項
）

第
十
五
条

国
立
印
刷
局
債
券
の
債
券
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
印
刷
局
の
理
事
長
が
こ
れ
に
署
名
し
、

又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

印
刷
局
の
名
称

二

当
該
債
券
の
番
号

三

当
該
債
券
に
係
る
国
立
印
刷
局
債
券
の
金
額

四

当
該
債
券
に
係
る
国
立
印
刷
局
債
券
の
種
類

２

国
立
印
刷
局
債
券
の
債
券
に
は
、
利
札
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
立
印
刷
局
債
券
の
債
券
の
喪
失
）

第
十
六
条

国
立
印
刷
局
債
券
の
債
券
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
条
に
規
定

す
る
公
示
催
告
手
続
に
よ
っ
て
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
立
印
刷
局
債
券
の
債
券
を
喪
失
し
た
者
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
百
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
除
権
決
定
を
得

た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
再
発
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
利
札
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
お
け
る
国
立
印
刷
局
債
券
の
償
還
）

第
十
七
条

印
刷
局
は
、
債
券
が
発
行
さ
れ
て
い
る
国
立
印
刷
局
債
券
を
そ
の
償
還
の
期
限
前
に
償
還
す
る
場
合
に
お

い
て
、
こ
れ
に
付
さ
れ
た
利
札
が
欠
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
利
札
に
表
示
さ
れ
る
国
立
印
刷
局
債
券
の
利
息
の
請

求
権
の
額
を
償
還
額
か
ら
控
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
請
求
権
が
弁
済
期
に
あ
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
利
札
の
所
持
人
は
、
い
つ
で
も
、
印
刷
局
に
対
し
、
こ
れ
と
引
換
え
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
額
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
自
動
車
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

自
動
車
登
録
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
に
は
、」の
下
に
「
申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
」
を
加
え
、「
署
名
押
印
し
な
け
れ

ば
」
を
「
押
印
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
自
動
車
の
変
更
登
録
又
は
更
正
の
登
録
の
申
請
書
に
あ
つ
て
は
申
請
人
が
、
抹
消
し
た
登
録
の
回
復

又
は
抵
当
権
の
登
録
の
申
請
書
に
あ
つ
て
は
登
録
権
利
者
で
あ
る
申
請
人
が
、
押
印
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
申
請
書
に
は
」
を
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
押
印
し
た
申
請
書
に
は
」
に
改
め
、「
こ

の
条
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
十
七
条
中
「
署
名
押
印
し
た
」
を
「
記
名
押
印
し
た
」
に
、「
提
出
し
な
く
て
も
よ
い
」
を
「
提
出
す
る
こ
と
を

要
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
そ
の
申
請
書
に
、
そ
の
第
三
者
の
印
鑑

に
関
す
る
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

御

名

御

璽

令
和
二
年
十
二
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

政
令
第
三
百
六
十
三
号

押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
、
自
動
車
抵
当
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
五
条
第
二
項
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
九
条
第

一
項
、
航
空
機
抵
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
十
五
条
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
六
項
、
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
十
号
）
第
三
十
条
第
六
項
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機

構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
十
九
条
第
八
項
、
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和

六
十
二
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
八
条
第
九
項
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
六
項
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）

第
三
十
二
条
第
六
項
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
四
条
第
六
項
、
独
立

行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
二
条
第
七
項
、
建
設
業
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
五
条
の
十
、
特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第

二
十
六
条
第
六
項
及
び
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
会
社
法
の
準
用
）

第
十
九
条

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
六
百
八
十
七
条
、
第
六
百
八
十
九
条
、
第
六
百
九
十
二
条

及
び
第
七
百
一
条
の
規
定
は
、
国
立
印
刷
局
債
券
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
六
百
八

十
七
条
、
第
六
百
八
十
九
条
及
び
第
六
百
九
十
二
条
中
「
社
債
券
」
と
あ
る
の
は
、「
債
券
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉
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３

前
項
の
規
定
は
、
そ
の
第
三
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

４

第
二
項
の
印
鑑
に
関
す
る
証
明
書
は
、
作
成
後
三
月
以
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
中
「
記
載
し
て
署
名
押
印
し
」
を
「
記
載
し
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
」
に
、「
記
載
し
、
こ
れ
に
押
印
し
な
け
れ
ば
」を「
記

載
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
書
面
及
び
同
項
第
三
号
の
書
面
（
第
十
五
条
第
一
項
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
申
請
人
の
代
理
人
に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
そ
の
字
数
を
記
載
し
た
箇
所
に
押

印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
及
び
第
一
条
の
二
中
「
第
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
章
を
削
る
。

第
十
四
章
中
第
六
十
六
条
を
第
六
十
五
条
と
す
る
。

第
六
十
七
条
中
「
第
百
十
三
条
第
九
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
百
十
三
条
第
十
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第

六
十
六
条
と
す
る
。

第
十
四
章
を
第
十
三
章
と
す
る
。

別
表
を
削
る
。

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
二
百
八
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第
三
条
と
し
、
第
五
条
を
第
四
条
と
す
る
。

別
表
を
削
る
。

（
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
第
二
十
五
号
を
削
り
、
第
二
十
六
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第
二
十
七
号
か
ら
第
三
十
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
三
十
一
号
を
削
り
、
第
三
十
二
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
三
十
三
号
か
ら
第
六
十

三
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
総
合
法
律
支
援
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

総
合
法
律
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
第
七
十
条
第
二
項
、
第
七
十
八
条
第
五
項
及
び
第
百
七
条
第
二
項
」を
削
り
、

同
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

（
航
空
機
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

航
空
機
登
録
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
左
に
」
を
「
次
に
」
に
、「
記
載
し
、申
請
人
又
は
そ
の
代
理
人
が
こ
れ
に
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」

を
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
左
に
掲
げ
る
場
合
」
を
「
次
の
各
号
に
規
定
す
る
場
合
」
に
、「
左
に
掲
げ
る
書
面
」
を
「
当
該
各

号
に
規
定
す
る
書
面
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
第
三
者
が
申
請
書
に
当
該
許
可
、
同
意
又
は
承
諾
を
し
た
旨

及
び
そ
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
書
面
を
提
出
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。

（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
に
そ
の
」
を
「
に
、
そ
の
」
に
、「
及
び
住
所
を
記
載
し
、
こ
れ
に
署
名
し
、

又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
並
び
に
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
記
載
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

一

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
二
百
三
十
九
号
）
第
十
六
条
第
一
項

二

空
港
周
辺
整
備
債
券
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
十
号
）
第
四
条
第
一
項

三

財
形
住
宅
債
券
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
三
百
二
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項

四

民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
五
号
）
第
八
条
第

一
項

五

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
第

二
十
条
第
一
項

六

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項

七

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項

八

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
二
号
）
第
九
条

第
一
項

（
建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
申
請
人
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

（
ダ
ム
使
用
権
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

ダ
ム
使
用
権
登
録
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
六
項
中
「
記
名
押
印
し
た
」
を
「
当
該
許
可
、
同
意
、
承
諾
等
を
し
た
旨
及
び
そ
の
氏
名
又
は
名

称
を
記
載
し
た
」
に
、「
添
附
す
る
」
を
「
添
付
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
を
削
る
。

（
小
型
船
舶
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

小
型
船
舶
登
録
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
こ
れ
に
記
名
（
署
名
を
含
む
。
次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第
十
条
第
一
項
に
お
い

て
同
じ
。）及
び
押
印
を
し
、
又
は
署
名
し
た
」
を
「
記
載
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

著
作
権
法
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
二
年
十
二
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

政
令
第
三
百
六
十
四
号

著
作
権
法
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、著
作
権
法
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
令

和
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
三
十

七
条
第
一
項
、
総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
五
十
条
及
び
著
作
権
法
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章

関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条

第
四
条
）

第
二
章

経
過
措
置
（
第
五
条
）

附
則

第
一
章

関
係
政
令
の
整
備

（
著
作
権
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
三
章

手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
（
第
六
十
五
条
）

第
十
四
章

著
作
権
等
の
侵
害
と
み
な
す
行
為
（
第
六
十
六
条
・
第
六
十
七
条
）」を
「
第
十
三
章

著

作
権
等
の
侵
害
と
み
な
す
行
為
（
第
六
十
五
条
・
第
六
十
六
条
）」に
改
め
る
。


